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生ごみ処理容器購入補助制度を利用してみませんか！ 

　香美市内の各家庭から排出される生ごみの減量対策として、生

ごみ処理容器を設置した場合、購入に係る費用に対して予算の範

囲内で補助金を交付しています。

　家庭から出る生ごみの減量・資源化を促進するとともに、美し

いまちづくりと生活環境づくりにチャレンジしてみませんか。　

【問い合わせ・申込先】

環　　　境　　　課　☎５３－１０６３

香北支所地域振興課　☎５９－２３１５

物部支所地域振興課　☎５８－３１１１

　〔補助内容（１世帯につき）〕

【問い合わせ先】

　健康づくり推進課　☎５９－３１５１

　犬の飼い主には、飼い犬の登録と年１回の狂犬病予防注射を行うことが、狂犬病予

防法で義務づけられています。狂犬病は人に感染するおそれがあり、発症したら１００

％死亡する恐ろしい病気です。狂犬病の発生を防ぐには、予防注射が不可欠です。

　犬の登録と狂犬病予防注射を、５月１０日から各地区を巡回して行います。生後９１

日以上の犬を飼っている方は、最寄りの会場まで問診票を持ってお越しください。

　犬を登録している飼い主の方には、集合注射の詳しい日程表を問診票とともに送付

しています。問診票に必要事項を記入の上、当日注射会場に持参してください。

　ただし、動物病院で注射を受けるなどの理由で集合注射の通知を止められている方

には送付していませんので、集合注射を再開されたい方はご連絡をお願いします。新

たに犬を飼いはじめた方など、日程表が必要な方はご連絡ください。

※なるべく６月上旬までの日程で注射を受けていただきますようお願いします。

※注射の実施会場へは、必ず飼い犬を制御できる方が連れてきてください。

　　　　　　１匹当たり　登録３，０００円・注射３，０００円
　　　　　　※つり銭の出ないよう、ご協力をお願いします。

①犬は必ず登録し、鑑札を犬につけておいてください。

②登録事項に変更があった場合には、お知らせください。

　例）犬が死亡したとき。飼い主の氏名や住所が変わったときなど。

③毎年１回狂犬病の予防注射を受け、注射済票を犬につけておいてください。

電話番号

５３－２６８１

５７－０３０８

５６－４１１７

０８８－８６３－３１５０

０８８－８６６－５２０３

０８８－８６３－００３９

０８８－８６４－０５２１

０８８－８６４－２０１９

０８８－８６２－０３９３

南国ひまわり動物病院

医院名

クボタ犬猫病院

岡本動物病院

斎藤獣医科

佐野獣医科病院

猪野獣医科

なな動物診療所

さくら動物病院

のいち動物病院

集合注射以外にも、個々

に左記の動物病院で注射

を受けられます。

補助対象機種

ＥＭサポート

コンポスター

電気式処理容器

補　助　率

購入金額の1/2

購入金額の1/2

購入金額の1/3

補助基数（累計）

２基

１基

１基

補助額上限

２，０００円

２，０００円

３０，０００円
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 香美市での介護保険要介護度４および５の認定者
で、在宅生活されている非課税世帯の高齢者を常

時介護されている市内在住の家族の方に、介護用

品の購入の助成(年額６万円まで)を行います。

　共聴施設で地上デジタルテレビ放送を視聴するためには、改修工事を実施する必要があります。
　共聴施設のデジタル化改修工事には、高額の工事費が必要となることから、その整備費用に対して国・県

・市から整備費用の一部を補助する支援制度がありますが、

本年度(平成22年度)が申し込みの最終年度となります。

　まだ、共聴施設のデジタル化改修がお済みでない施設の代

表者の方は、市にご相談ください。

【問い合わせ先】企画課　☎５３－３１１４

　地デジコールセンターや受信説明会
で相談を受付後、必要に応じて、受信

者の方々や共聴施設へ伺い、デジタル

移行のための説明を行っています。

　詳しくは、ホームページをご覧くだ

さい。

総務省地デジコールセンター
☎０５７０－０７－０１０１

（平日９時～２１時、土・日・祝日９

　時～１８時）

※ＩＰ電話等で、ナビダイヤルが繋が

らない方は、☎０３－４３３４－１１１１

でお受けしています。

支給対象の認定を

受けるためには申

請が必要です。

介護用品介護用品の購入のの購入の助成助成を行いますを行います介護用品の購入の助成を行います

対象となる物

【問い合わせ・申請先】地域包括支援センター☎５３－３１２７　(市役所北分室ＮＴＴビル内）

　　　　　　　　　　　香　北　支　所　　　☎５９－２３１１

　　　　　　　　　　　物　部　支　所　　　☎５８－３１１１

かりかり　モモコちゃん

   やなせたかしＣ

紙おむつ

使い捨て手袋

介護用肌着

このほか、尿取りパット・介護用防水シーツ・食事用エ
プロン・おしり拭き・ウェットティッシュ・ガーゼ・清拭剤
など。

共聴施設のデジタル化改修は
お済みですか？

地デジ全般に関するお問い合わせは

検 索デジサポ


